
別表

農業委員会による意

見書の送付 

都道府県知事等による

許可等の処分又は協議

書の送付 

地方農政局長等による協議に

対する回答の通知 

都道府県知事等の許

可に関する事案（農業

委員会が都道府県農

業委員会ネットワー

ク機構に意見を聴か

ない事案） 

申請書の受理後 

３週間 

(第４の１の(4)のア) 

申請書及び意見書の 

受理後２週間 

(第４の１の(5)のア) 

都道府県知事等の許

可に関する事案（農業

委員会が都道府県農

業委員会ネットワー

ク機構に意見を聴く

事案） 

申請書の受理後 

４週間 

（第４の１の(4)のア

） 

申請書及び意見書の 

受理後２週間 

（第４の１の(5)のウ） 

うち農地法附則

第２項の農林水

産大臣への協議

を要する事案 

申請書の受理後 

４週間 

（第４の１の(4)のア

） 

（協議書の送付） 

申請書及び意見書の 

受理後１週間 

（第４の３の(1)のア） 

協議書受理後１週間 

（第４の３の(2)） 

（許可等の処分） 

申請書及び意見書の 

受理後２週間 

（第４の３の(1)のイ） 


